
大阪狭山市監査委員告示第６号  

  

 

地方自治法第２４２条第９項の規定に基づき住民監査請求（大阪狭山市職員

措置請求書）に係る監査結果（勧告）に対する措置について通知があったので、

同項の規定に基づき当該措置を下記のとおり公表する。 

 

 

 

令和２年（２０２０年）７月２１日  

   

  

大阪狭山市監査委員  

北 井 末  

上 谷 元 忠 

 

記 

 

１ 勧告年月日 

平成３０年５月３１日 

 

２ 勧告内容等 

⑴ 勧告 

① 市長は岩室財産区管理者として、メルシーｆｏｒ ＳＡＹＡＭＡ株

式会社に対し、濁り池の不法占有状態の解消を図る協議を行い、損害

賠償等については、必要な措置を講じられたい。 

 

② 市長は岩室財産区管理者として、濁り池について適正な使用許可手

続がなされるまで岩室財産区の損害が生じるため、速やかに岩室財産

区特別会計及び一般会計の収入として経理できるよう必要な措置を講

じられたい。 

 

③ 上記①及び②に対する措置の期限は、平成３０年１２月末日までと

する。 

 



④ 自治法第２４２条第９項の規定に基づき、期間内に必要な措置を講

じられたときには、速やかにその旨を通知されたい。 

 

⑵ 意見 

① 本件を監査するにあたって、根本的な問題は、関係法令の確認を怠

り、誤った判断をしたまま、拙速に事業を進めたことにあると思われ

る。市長が岩室財産区管理者並びにメルシーｆｏｒ ＳＡＹＡＭＡ株

式会社代表取締役の双方代理となったまま、あえて事業を進めた結果、

大阪狭山市及び岩室財産区に損害が生じていることは、誠に遺憾であ

る。 

監査委員の勧告に対する措置を講じるにあたっては、長の事務の委

任・臨時代理（自治法第１５３条第１項）の規定により、双方代理（民

法第１０８条）の禁止規定に抵触する行為とならないように、適宜、補

助機関である職員に委任する等、適正に対処されたい。 

 

② 財産区財産の管理及び処分等について、岩室財産区においては早急

に管理運営組織の設置について努力されたい。また、再発防止のため、

市条例等の規定を検証されたい。 

 

③ 今般の勧告について、市長は、財産区管理者及び市長として措置を

講じることはもとより、メルシーｆｏｒ ＳＡＹＡＭＡ株式会社に対

しては濁り池使用の問題解決のため、出資者として指導、監督を行い、

メルシーｆｏｒ ＳＡＹＡＭＡ株式会社代表取締役として適正に対処

されたい。 

 

３ 措置年月日 

令和２年７月２０日 

 

４ 措置状況 

別紙の写しのとおり 

 








































































































